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は　じ　め　に

　ごみ焼却場，埋立処分場などは，社会のために必要な施設であることはだれ

もが知っているところであるが，その施設が自分の家の近くに建設されるとな

ると反対する人が多く，迷惑施設と呼ばれたり，英語の頭文字をとってNIMBY

（not in my back yard）などと呼ばれたりしている。

　しかし，現状において，ごみは私たちの生活や産業活動の中から発生し，な

かなか減らすことができないでいる。そのため，発生の抑制（リデュース）や

再利用（リユース），再生利用（リサイクル）を促進するための制度・法律や

社会システムの整備，環境技術の開発などが行われるようになってきた。

　一方，石油があと40年で底をつくという統計も出ているが，中国をはじめと

するアジア諸国の成長もあり，資源の枯渇も大きな問題となりつつある。資源

の有効利用が求められている。

　エネルギーという点からいっても，わが国は1次エネルギーの90　％　以上を

輸入に頼っているにもかかわらず，エネルギーフローにおいても66　％　が損失

されていることを考えると，ガス化，油化などの化学変換を含めてエネルギー

回収を促進していくことも重要である。

　本書では，前半で，ごみの発生量や処理の現状，不法投棄や海洋汚染の現状

など，ごみに関わる問題について論じ，あわせて，各種リサイクル法と行政，

事業者，市民のごみゼロ社会の実現に向けた取組みを紹介している。また，後

半は，運搬・破砕・選別などのごみ処理技術や，わが国，および海外（ヨーロッ

パ，米国）でのリサイクルの取組み事例を解説している。特に，ごみ発電，燃

料化，新燃料など，エネルギーについては，最新の情報を取り入れた。

　最後に，結論として「ごみゼロ社会は実現できるか」について実践的に論じ

ている。すなわち，リサイクルを進ませる要因（法規制や経済的な支援，技術
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開発，市民の支援と関与），リサイクルを市場原理の社会で成立させるための方

策（補助金・環境税などの政策，ボランティア経済の導入，処理費をベースに

したビジネスモデルの構築など）などについて述べ，ごみゼロ社会を実現する

ための提言を行っている。

　環境問題を扱う技術者だけでなく市民や学生の方々などに広く理解いただけ

るようにわかりやすく記述することに努めた。多くの方がこの本によってごみ

に関する問題やごみゼロ社会に向けた取組みに少しでも興味や関心を持ち，行

動の動機付けになれば幸いである。

　本書は，1章，2章，3章，7章は西が，4章，6章は行本と西が，5章は行本

と西と立田が原稿を担当し，行本が全体を統括した。また，東京農工大学の堀

尾正靱教授と成蹊大学の小島紀徳教授にアドバイスをいただいたことに深く謝

意を表したい。

　2006年8月
行 本 正 雄

西　 哲 生

立 田 真 文

改訂版にあたって

　本書の初版第1刷は2006年に発刊された。その後，約15年を経て廃棄物を

めぐる状況も変化してきた。一般廃棄物の排出量については，各種リサイクル

法の施行に伴うリサイクルシステムの整備やごみの有料化などの施策もあって

減少傾向にある一方，産業廃棄物の排出量については横ばいの状況が続いてい

る。こうした状況の変化を踏まえ，第4刷において，できる限り最新のデータ

を用いて編集し直し，改訂版とした。

　2023年3月
行 本 正 雄

西　 哲 生

立 田 真 文
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　ごみ問題は，有史以来，人が生活を始めたときから生じてきた問題である。

特に戦後は，大量生産，大量消費，そして大量廃棄時代を迎え，消費生活の拡

大とともにごみの量が増大した。また，プラスチックなどの新たな素材が増え

たことによって，ごみ問題はいっそう深刻になった。

　しかし近年，以前に比べてごみ問題に対する意識が向上するとともに，レジ

袋が有料化され，各種リサイクル法が整備されるなど，ごみの削減に向けた社

会システムが構築されることによって，一般廃棄物に関しては過去10年間で 

8　％　減少した。また，産業廃棄物の排出量は，4億　t　弱で横ばいの状態が続いて

いる。

　これまでの成果を踏まえながら，ごみに対する意識の向上，リサイクル技術

の開発，法規制の整備など，ごみゼロ社会の実現に向けていっそうの取組みが

求められている。

1.1　ご み の 定 義

　ごみという言葉を辞書で調べると，「役に立たないもの，塵芥，ちり，あくた，

ほこり」と書かれている。また，類似する言葉として，くず（屑），廃棄物など

があるが，廃棄物については，「良い部分を選び取った後に残る，つまらないも

の」 1 ） †とある。いずれにせよ，生産や消費の過程で，本来発生させたくないにも

　1.1　ご み の 定 義　　　1

†　肩付番号は巻末の引用・参考文献番号を示す。
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かかわらず，結果として発生してきたものがごみであり，廃棄物である。

　法律上の廃棄物の定義は，国によってまちまちである。これは，食生活やラ

イフスタイルなどの違いやそれぞれの国の産業や廃棄物処理の歴史的経緯の違

いにより，ごみの種類や発生量，あるいはごみの収集や処理の方法に違いが生

じてきたためと考えられる。

　しかし，廃棄物を分類し，それぞれの廃棄物の性質に応じて，収集や処理の

責任者や方法を明示していこうという考え方になっている点では，各国とも共

通している。

　また，資源の枯渇や最終処理場の不足などの問題が発生してきたため，廃棄

物処理から廃棄物の有効活用という観点に法律の体系や内容も変化してきた。

すなわち，リサイクルや資源循環を目指した法律を新たに策定したり，既存の

法律にPCBなどの有害物質の取扱いに関する規定を追加するようになってき

た。さらに，廃棄物問題を解決する方法として，製造者責任の考え方が導入さ

れるなど，廃棄物の収集や処理の責任主体についての考え方も変化してきた。

　このように，ごみに関わる問題も，そしてごみ問題を解決する手段や方法に

ついても，時代とともに変化してきている。

1.2　ご み の 種 類

　わが国においては，ごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下，廃

棄物処理法）」の中で，一般廃棄物と産業廃棄物，また，それぞれについて「爆

発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ

がある性状を有するものとして政令で定めるもの」については，特別管理一般

廃棄物，特別管理産業廃棄物として区分され，排出段階から処理に至るまで，

他の廃棄物以上に注意して取り扱わなければならない廃棄物として処理方法な

どが別に定められている。図1.1に法律から見たごみの種類を示す。

　廃棄物処理法は，1970年12月25日に公布された。1997年以降，3年ごとに

大きな改正がなされている。表1.1におもな改正点の推移を示す。改正の方
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向としては不法投棄の防止と，廃棄物処理から減量化とリサイクルの推進が大

きなテーマとなっている。不法投棄については，マニフェスト制度の拡充など

により，排出者，処理事業者等の廃棄物管理の強化，国および自治体の役割の

強化，不法投棄を行ったものに対する罰則の強化などが中心となっている。ま

た，減量化やリサイクルの推進については，多量に廃棄物を排出する事業者に

対する廃棄物処理計画の作成義務付けや廃棄物の発生量と処理に関する情報の

公開，リサイクルの推進のための環境大臣の認定による特例の実施などが進め

　1.2　ご み の 種 類　　　3

廃棄物

特別管理一般廃棄物

一般廃棄物
家庭系および事業系

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物
燃えやすい廃油
廃酸（pH 2以下）
廃アルカリ（pH 12.5以上）
感染性廃棄物
特定有害産業廃棄物

廃プラスチック類，ゴムくず，金属く
ず，ガラスおよび陶磁器くず，建設廃
材（コンクリートくず，がれき類）
燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，
紙くず，木くず，繊維くず，動植物性
残渣，鉱さい，動物の糞尿，動物の死体，
ばいじん（工場の排ガスを処理して得
られるばいじん）
上記の廃棄物を処分するために処理し
たもの

　廃 PCB 等，PCB 汚染物，指定下水
汚泥，鉱さい及び鉱さいを処分するた
めの処理したもの，廃石綿等，ばいじ
ん・燃え殻・廃油・汚泥・廃酸・廃ア
ルカリであって，水銀，カドミウム等
の有害物質を含み，溶出量が一定の判
定基準を超えるもの等

廃エアコン，廃 TV，廃電子
レンジに含まれる PCB 使用
部品
ばいじん（ごみ焼却施設にお
いて発生したもの）
感染性廃棄物

図1.1　法律から見たごみの種類コ
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設
（
罰
則
は
既
遂
と
同
等
）

一
般
廃
棄
物
委
託
基

準
の
創
設

20
03
年

改
正

指
定
有
害
廃
棄
物
（
硫
酸
ピ
ッ
チ
）
の
不
適

正
処
理
（
5
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
1 
00
0

万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
併
科
）

5
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
1 
00
0
万

円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
併
科
（
法
人
に

対
し
て
1
億
円
以
下
の
罰
金
），
準
備
罪

の
創
設
（
3
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

30
0
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
併
科
）

準
備
罪
の
創
設
（
3
年
以
下
の
懲
役
も

し
く
は
30
0
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は

併
科
）

20
04
年

改
正

無
許
可
で
の
営
業
・
事
業
範
囲
変
更
に
つ
い

て
法
人
に
対
し
て
1
億
円
以
下
の
罰
金

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
違
反
全
般
（
6
ヶ
月
以
下
の

懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
），
無
確

認
輸
出
の
未
遂
罪
，
予
備
罪
の
創
設（
5
年
以

下
の
懲
役
も
し
く
は
1 
00
0
万
円
以
下
の
罰

金
。法
人
に
対
し
て
は
1
億
円
以
下
の
罰
金
）

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
運
用
に
つ
い
て

自
治
体
の
勧
告
に
従
わ
な
い
者
に

つ
い
て
の
公
表
・
命
令
措
置
の
導

入
（
行
政
処
分
）

産
業
廃
棄
物
の
収
集

運
搬
・
処
分
事
業
者

の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
義

務
付
け

20
05
年

改
正

コ
ロ

ナ
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られている。

　廃棄物処理法では，廃棄物の定義を二条で，「この法律において廃棄物とは，

ごみ，粗大ごみ，燃殻，汚泥，糞尿，廃油，廃酸，廃アルカリ，動物の死体そ

の他の汚物又は不要物であって，固形状又は液状のものをいう」と規定してい

る。ただし，放射性物質およびこれによって汚染された物（放射性廃棄物）を

除く。一般的には廃棄物＝ごみと考えられているが，廃棄物の分類では一般廃

棄物のうち，国内のその他廃棄物のし尿以外をごみと定義している。家庭など

から排出される「生活系廃棄物」と商店・事務所などから排出される「事業系

廃棄物」をあわせて「廃棄物」といい，大便や小便などを「し尿」という。家

庭から排出される「ごみ」と「し尿」と「ばいじん等の特別管理一般廃棄物」

を含めて「一般廃棄物」といい，一般廃棄物の処理は市町村が行うよう法律で

義務付けられている。産業活動に伴って排出される廃棄物を産業廃棄物とい

い，廃油等の特別管理産業廃棄物と燃えがら等20種類のものが指定されてい

る。産業廃棄物の処理は，排出事業者の責任で行うよう廃棄物処理法で義務付

けられている。

　一般廃棄物は家庭系と事業系とに分かれる。後者は，事業活動に伴って発生

する廃棄物ではあっても，20種類の産業廃棄物に入らない物をいい，事業系一

般廃棄物と呼ばれることが多い。廃棄物処理法（三条一項）によると事業者は，

事業系廃棄物については産業廃棄物であろうとなかろうと，原則としてすべて

これを自らの責任において適正に処理しなければならない。なかでも産業廃棄

物に関しては，自ら処理しなければならない（十条一項）とされ，自己処理責

任が規定されている。一方，一般廃棄物については，事業系一般廃棄物の処理

責任は，事業者のみならず市町村にもあるとする傾向が広く見られるが，必ず

しも正しくない。市町村は，一般廃棄物の処理について，一定の計画を定めな

ければならない（六条一項）。その計画に従い，一般廃棄物を収集，運搬，処分

しなければならない（六条二項）。しかし，事業者責任を求める物については，

自治体の計画で定め，一般廃棄物すべての責任を背負い込む必要はない。

　1.2　ご み の 種 類　　　5
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